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定につきましては、所有権移転が１件、利用権の設定が９件でご

ざいます。 

初めに所有権移転について説明いたします。 

整理番号５の１２の１の買い手は、空知郡南幌町南〇〇線西〇

〇番地、〇〇〇〇〇。売り手は、空知郡南幌町〇町〇丁目〇番〇

〇号、〇〇 〇〇。土地につきましては、空知郡南幌町〇〇〇〇

番、田で１５，３２８㎡となります。価格につきましては、 

〇，〇〇〇，〇〇〇円となります。 

続きまして、利用権の設定 整理番号５の１２の１の借り手は、

空知郡南幌町南〇〇線西〇〇番地、〇〇〇〇〇。貸し手は、空知

郡南幌町〇〇〇丁目〇番〇号、〇〇 〇。土地につきましては、

空知郡南幌町〇〇〇〇番の〇、田で８３２㎡他計７筆ございまし

て、６３，８５１㎡となります。利用権の期間は、令和〇〇年 

１２月〇〇日までの〇年間となります。 

以上、集積計画の内容につきましては、旧農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。 

説明は以上でございます。 

 

議  長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 

      （なしの声） 

 

議  長  質疑がございませんので、これより採決を行います。 

お諮りいたします。所有権移転及び利用権の設定、整理番号５

の１２の１につきましては、提案のとおり承認することにご異議

ありませんか。 

 

      （異議なしの声） 

 

議  長  ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。 

      退席されております立川委員が席に着くまでの間、暫時休憩と

いたします。 
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      （暫時休憩し、立川委員は着席する。） 

 

議  長  休憩を閉じ、会議を再開します。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号５の１２の２の借り手は、空知郡南幌町南〇〇線西〇 

番地、〇〇〇 〇〇。貸し手は、空知郡南幌町南〇〇線西〇番地、

〇〇 〇〇。 

土地につきましては、空知郡南幌町〇〇〇〇番の〇、 

田で８，２８７㎡他計２筆ございまして、１４，９３２㎡となり

ます。利用権の期間は、令和〇年１２月〇〇日までの〇年間とな

ります。 

整理番号５の１２の３の借り手は、空知郡南幌町南〇〇線西〇 

番地、〇〇〇 〇〇。貸し手は、江別市〇〇〇〇町〇〇番地の〇

〇、〇〇 〇〇。空知郡南幌町南〇〇線西〇〇番地、〇〇 〇〇。

土地につきましては、空知郡南幌町〇〇〇〇番の〇、 

田で２，０４６㎡他計２筆ございまして、９，７１５㎡となりま

す。利用権の期間は、令和〇年１２月〇〇日までの〇年間となり

ます。 

整理番号５の１２の４の借り手は、空知郡南幌町南〇〇線西〇

〇番地、〇〇 〇〇。貸し手は、札幌市〇区北〇〇条東〇〇丁目

〇番〇号、〇〇 〇〇。札幌市〇〇区〇〇〇条〇丁目〇番〇〇号、

〇〇 〇〇。空知郡南幌町〇町〇丁目〇番〇号、〇〇 〇〇。 

土地につきましては、空知郡南幌町〇〇〇〇番の〇、 

田で５６、４５４㎡となります。利用権の期間は、令和〇〇年１ 

２月〇〇日までの〇年間となります。 

整理番号５の１２の５の借り手は、空知郡南幌町南〇〇線西〇

番地、〇〇 〇〇〇。貸し手は、空知郡南幌町南〇〇線西〇番地、

〇〇 〇〇。土地につきましては、空知郡南幌町〇〇〇〇番の〇、

田で３，９９２㎡他計４筆ございまして、５３，９２８㎡となり

ます。利用権の期間は、令和〇〇年１２月〇〇日までの〇〇年間

となります。 

整理番号５の１２の６の借り手は、空知郡南幌町南〇〇線西〇

〇番地、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。貸し手は、空知郡南幌町南〇〇

線西〇〇番地、〇〇 〇。 


